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介護老人保健施設 入所利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設あけみおの里（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定さ

れた利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、

利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすると

ともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提

供し、一方、利用者及び利用者の身元を引受ける者（以下単に「身元引受人」とい

う。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決め

ることを本約款の目的とします。 

 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したのちか

ら効力を有します。但し、身元引受人等に変更があった場合は、新たに同意を得るこ

ととします。 

２  利用者は､前項に定める事項の他､本約款及び重要事項説明書 別紙１・別紙２・別

紙３（以下単に「別紙１～３」という。）の改定が行なわれない限り､初回利用時の同

意書提出をもって､繰り返し当施設を利用することができるものとします｡ 

 

 

（利用者からの解除） 

第３条  利用者及び身元引受人は、当施設に対し退所の意思表明をすることにより、本約

款に基づく入所利用を解除・終了することができます。 

 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には本約款に基づく入所

利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

② 当施設において定期的に実施されるサービス担当者会議において、退所して居

宅 において生活ができると判断された場合 

③ 利用者の病状・心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サー

ビスの提供を超えると判断された場合 

④ 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その

支払を督促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難と

なる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用さ

せることができない場合 
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（利用料金） 

第５条 利用者及び身元引受人は、連帯して当施設に対し本約款に基づく介護保健施設サ

ービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合

計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支

払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請

求書及び明細書を毎月１５日以降に発送し、利用者及び身元引受人は、連帯して当施

設に対し、当該合計額をその月の２５日までに支払うものとします。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたと

きは、利用者又は身元引受人の指定する者に対して事務所にて領収書を発行します。 

 
 

（記録） 

第６条 当施設は、利用者の介護保険施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録

を利用終了後２年間は保管します。（診療録については５年間保管します。） 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これ

に応じます。但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対して

は、利用者の承諾を得た上必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

 

（身体の拘束等） 

第７条  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐

れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医

師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由

を診療録に記載することとします。 
 
 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第８条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者

又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり

定め適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外と

して次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき業務として明記されて

いることから情報提供をおこなうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センターとの連携） 

③ 利用者が、偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町

村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供

する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協

力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し当施設における介護保険施設サービスでの対応が困難な

状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しま

す。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用

者及び扶養者が指定する者に対し緊急に連絡します。 

 

 (事故発生時の対応) 

第 10条 サービス提供時により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置

を講じます。 

   ２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力

医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

   ３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は身元引受人が指定する者及

び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

  

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 11条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要

望又は苦情等について、担当介護支援専門員に申し出ることができ又は備え付け

の用紙で「意見箱」に投函して申し出ることができます。その他にも当施設におい

ては、オンブズマン制度を導入しておりますので､そちらへご相談いただくことも

できます。 (オンブズマン制度につきましては､別紙資料をご覧ください。) 

相談窓口：地域連携室 電話：０９８０－５３－０９９９ 

  

 

（賠償責任） 

第 12条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利 

用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び 

身元引受人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 13条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるとこ 

ろにより、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることと 

します。 
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重要事項説明書 

 

＜別紙１＞        介護老人保健施設あけみおの里のご案内 

               （令和 6年 4月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施 設 名     介護老人保健施設あけみおの里 

・開設年月日     平成５年４月１日 

      ・所 在 地     沖縄県名護市字屋部４６８番地の１ 

   ・電 話 番 号     ０９８０－５３－０９９９ 

  ・ＦＡＸ番号     ０９８０－５３－０９０７ 

       

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医

療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の

能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に

戻ることができるように支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場

合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけ

ます。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご

理解いただいた上でご利用ください。 

  ［介護老人保健施設あけみおの里の運営方針］ 

「利用者の基本的人権を尊重し，施設療養，日常生活の介護サービス等人間性豊かな

暖かい愛情をもって常に心身の健康保持と機能回復に努め，施設の目標とする①

自立支援②家庭的雰囲気③家庭復帰④地域との連携を前向きに取り組み早期家庭

復帰，社会復帰を支援する。」 

 

（３）施設の職員体制           

 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 

医  師 １名 １名  夜間は勝山病院の当直医対応 

看護職員 10名以上  ２名 医学的管理下での看護等 

薬剤師    併設病院にて対応 

介護職員 24名以上  ４名 身体介護等 

支援相談員 1名以上   利用者並び家族との相談業務 

理学療法士等 1名以上   リハビリ 

管理栄養士 1名以上   栄養管理 献立作成 

介護支援専門員 2名以上   ケアプラン作成等 

事務職員等 5名   利用料等の管理･請求、施設管

理等 

その他（パート） 2名   看護助手 
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（４）入所定員等  ・定員１００名（うち認知症専門棟  ０名） 

  ・療養室  個室 ６室、２人室 １室、３人室 ０室、４人室 ２３室 

 (５) 通所定員   ４０名 

 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

④ 食事 (食事は原則として食堂で召し上がっていただきます。) 

朝食 ８：００～８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０ 

夕食 １８：００～１８：３０ 

 ⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利

用者は、週に最低２回ご利用いただきます。利用者の身体の状態に応じて清拭となる

場合があります。） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います） 

 ⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑨ 相談援助サービス 

⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑪ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑫ 理美容サービス 

⑬ 行政手続代行 

 ⑭ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいた

だくものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただき利用者の状態が急変した場

合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・ 協力医療機関      

 ・名 称  医療法人 琉心会 勝山病院 

     ・住 所  名護市字屋部４６８番地の１ 

  ・協力歯科医療機関 

     ・名 称  まきや歯科 

     ・住 所  名護市大東１丁目１８番１１号 

 

◇ 緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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４．施設利用に当たっての留意事項 

 

（1）面会について 

面会時間は、午前８時から午後９時までとなっております。 

※実情に応じて面会時間や休止になる場合がございます。 

（2）外出・外泊について 

外泊･外出される際は原則として３日前迄にサービスステーションまたは支援相談員

までご連絡ください。 

イ)外出･外泊される際は、午後８時までに施設へお戻りください。 

ロ)外出･外泊中急変等が生じた場合は、本人及び保護者(付き添い者)の責任で対応して

いただくとともに必ず施設へご連絡ください。 

（3）飲酒・喫煙について 

イ)施設内での飲酒は禁止となっております。 

ロ)施設内は禁煙となっております。 

（4）所持品・備品等の持ち込みについて 

イ)電化製品の持ち込みは原則としてご遠慮願います。是非、必要な製品については、 

  ご相談ください。 

ロ)私物については必ず名前を記入してください。 

（5）金銭・貴重品について 

イ)現金や貴重品のお持ち込みはご遠慮ください。紛失・破損についての責任は負いかね

ます。 

ロ)当施設では、預金通帳・年金証書等のお預かりはいたしません。 

（6）施設外での受診について 

イ)入所中、他の医療機関への受診は施設からの依頼による診療のみとなっております。 

  ロ)他科受診を行う場合、投薬等の医療費が保険診療できない場合がありますので必ず 

   ナースステーションにて説明を受けてください。 

（7）ペットの持ち込みについて 

  イ)ペットの施設建物内への持ち込みはご遠慮ください。 

（8）飲食物の持込について 

  イ)施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりい

ただきます。 

  ロ)利用者の心身の状態及び栄養状態の管理もサービス内容としているため、飲食物の

持ち込みは極力控えるようご協力ください。 

  ハ)利用者間での飲食物の遣り取りは健康上ご遠慮ください。 

（9）洗濯について 

   衣類・履物の洗濯は家族にてお願いいたします。 

(10) 保険証等の変更時の連絡について 

   介護保険被保険者証・後期高齢者被保険者証等に変更があった場合は、速やかに事務    

   所または相談室までご連絡ください。 

(11) 居室移動について 

   療養上の都合により居室を移動する場合がありますのでご了承ください。 

(12) サービス担当者会議について 

   利用者の状態報告及びケア内容、退所先・退所時期の検討等、3 ヵ月毎にサービス担

当者会議を開催いたしますので、ご家族のご参加よろしくお願いいたします。 

 

５．非常災害対策   

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓・・・・・・ 

  ・防災訓練  年２回 

 

６．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行

為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
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＜別紙２＞ 

介護保険施設サービスについて 

             （令和６年 8月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

  ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただ

きます。 

 

２．介護保健施設サービス 

    当施設では、家庭復帰を念頭においた施設サービス計画に基づいて介護サービスを提 

  供しています。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成 

  されますが、その際、利用者・身元引受人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内 

  容については、利用者及び身元引受人の同意をいただき当計画書を交付いたします。 

   ◇医療： 

   介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・

看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行い

ます。 

   ◇機能訓練： 

   原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のため

のリハビリテーション効果を期待したものです。 

◇栄養管理： 

  心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

  ◇生活サービス： 

   当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用

者の立場に立って運営しています。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が

異なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

介護老人保健施設サービス（Ⅰ）【基本型】  

＜１割負担の利用者＞        

(i)従来型個室             (iii)多床室 

 ・要介護１  ７１７円          ・要介護１  ７９３円 

 ・要介護２  ７６３円          ・要介護２  ８４３円 

 ・要介護３  ８２８円          ・要介護３  ９０８円 

 ・要介護４  ８８３円          ・要介護４  ９６１円 

 ・要介護５  ９３２円          ・要介護５  １，０１２円 

 

＜２割負担の利用者＞ 

 (i)従来型個室              (iii)多床室 

 ・要介護１  １，４３４円        ・要介護１  １，５８６円 

 ・要介護２  １，５２６円        ・要介護２  １，６８６円 

 ・要介護３  １，６５６円        ・要介護３  １，８１６円 

 ・要介護４  １，７６６円        ・要介護４  １，９２２円 

 ・要介護５  １，８６４円        ・要介護５  ２，０２４円 
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＜３割負担の利用者＞ 

 (i)従来型個室              (iii)多床室 

 ・要介護１  ２，１５１円        ・要介護１  ２，３７９円 

 ・要介護２  ２，２８９円        ・要介護２  ２，５２９円 

 ・要介護３  ２，４８４円        ・要介護３  ２，７２４円 

 ・要介護４  ２，６４９円        ・要介護４  ２，８８３円 

 ・要介護５  ２，７９６円        ・要介護５  ３，０３６円 

 

※ 自立支援促進加算 

  （医師が自立支援に係る支援計画等の策定等に参加し、医師、看護師、介護士、介護支

援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計

画に従ったケアを実施していること） 

１割負担 ３００円   ２割負担 ６００円   ３割負担  ９００円（１月につき） 

 

※ 夜勤職員配置加算 

（夜勤職員を基準以上配置した場合）                

１割負担 ２４円   ２割負担 ４８円   ３割負担 ７２円（１日につき） 

 

※ 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ            

  （入所者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士が入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合

であって、かつ、原則として入所時及び１月に１回以上 ADL 等の評価を行うととも

に、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション

計画を見直していること） 

１割負担 ２５８円   ２割負担 ５１６円   ３割負担 ７７４円（１日につき） 

 

※ 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ            

  （入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリを行なった場合） 

１割負担 ２００円   ２割負担 ４００円   ３割負担 ６００円（１日につき） 

 

※ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ 

・入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出してい

る。必要に応じてリハビリ計画の内容を見直す等、リハビリの実施に当たって、当該

情報その他必要な情報を活用している。 

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）および栄養マネジメント加算を算定している。 

・入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛

生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリ計画の内容等の情報その他

必要な情報、入所者の口腔の健康状態および入所者の栄養状態に関する情報を相互

に共有している。 

・共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリ計画の見直しを行い、内容について、

関係職種間で共有している。 

１割負担 ５３円    ２割負担 １０６円    ３割負担 １５９円（１月につき） 

 

※ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ 
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  （医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計

画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理して

いること） 

１割負担 ３３円    ２割負担 ６６円    ３割負担 ９９円（１月につき） 

 

※ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ       

 次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、１日につき所定単位数を加算する。 

（１）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されている。 

（２）入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである。 

（３）入所者が退所後生活する居宅または施設等を訪問し、生活環境を踏まえたリハビリテ

ーション計画を作成している。 

１割負担 ２４０円   ２割負担 ４８０円   ３割負担 ７２０円（１日につき） 

 

※ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ       

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）の（１）（２）に該当するものであ

ること。 

１割負担 １２０円   ２割負担 ２４０円   ３割負担 ３６０円（１日につき） 

 

※ 認知症ケア加算  

  （認知症の入所者に対して施設サービスを提供した場合）      

１割負担 ７６円   ２割負担 １５２円   ３割負担 ２２８円（１日につき） 

 

※ 若年性認知症受入加算                 

  （若年性認知症の利用者を宿泊による受け入れをした場合） 

１割負担 １２０円   ２割負担 ２４０円   ３割負担 ３６０円（１日につき) 

 

※ 外泊時費用             

  （居宅における外泊を認めた場合）１月に６日を限度として 

１割負担 ３６２円   ２割負担 ７２４円   ３割負担 １,０８６円（１日につき） 

  （在宅サービスを利用する場合）１月に６日を限度として 

外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合。 

１割負担 ８００円  ２割負担 １,６００円  ３割負担 ２,４００円（１日につき） 

 

※ ターミナルケア加算 

  （医師の診断に基づき利用者及び家族の同意を得てターミナルケアを行った場合） 

 

（１） 死亡日４５日前～３１日前 

１割負担：７２円（１日につき）  ２割：１４４円（１日につき） 

   ３割：２１６円（１日につき） 

（２） 死亡日３０日前～４日前 

１割負担：１６０円（１日につき）  ２割負担：３２０円（１日につき） 

３割負担：４８０円（１日につき） 

（３） 死亡日の前々日、前日   

１割負担：９１０円（１日につき）  ２割負担：１，８２０円（１日につき） 

３割負担：２，７３０円（１日につき） 
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（４） 死亡日             

１割負担：１，９００円       ２割負担：３，８００円 

３割負担：５，７００円 

 

※ 初期加算Ⅰ                      

〇次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う

医療機関の一般病棟への入院後 30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者に

ついて、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算（Ⅱ）を算定している場

合は、算定しない。 

・当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、

地域の医療機関に定期 的に情報を共有していること。 

・当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定

期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定

期的に情報共有を行っていること。 

１割負担 ６０円   ２割負担 １２０円   ３割負担 １８０円（１日につき） 

 

※ 初期加算Ⅱ                      

  （入所した日から３０日以内。ただし、初期加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定し

ない） 

１割負担 ３０円   ２割負担 ６０円   ３割負担 ９０円（１日につき） 

 

※ 再入所時栄養連携加算                   

 （入院され、再入所される際に栄養状態管理について病院の栄養士と調整を行った場合） 

１割負担 ２００円   ２割負担 ４００円   ３割負担 ６００円（１回につき） 

 

※ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）               

  （退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合） 

１割負担 ４５０円   ２割負担 ９００円   ３割負担 １,３５０円（１回につき） 

 

※ 入所前後訪問指導加算（Ⅱ）                

  （Ⅰの決定にあたり生活機能の改善目標を定め退所後の生活に係る支援計画を策定） 

１割負担 ４８０円   ２割負担 ９６０円   ３割負担 ２,８８０円（１回につき） 

 

＜退所時支援加算＞   

※  試行的退所時指導加算                   

  （１ヶ月を超えて入所した方が試行的に退所する場合、本人・家族に療養上の指導を行

った場合） 

１割負担 ４００円   ２割負担 ８００円   ３割負担 １,２００円（１回につき） 

 

※  退所時情報提供加算Ⅰ 

  居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、

入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報 心身の状況、生活歴等を示す情報を提供

した場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。 

１割負担 ５００円   ２割負担 １,０００円  ３割負担 １,５００円（１回につき） 
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※  退所時情報提供加算Ⅱ 

  医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介す

る際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供

した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。 

１割負担 ２５０円   ２割負担 ５００円  ３割負担 ７５０円（１回につき） 

 

※ 入退所前連携加算（Ⅰ）                     

（退所後に利用を希望される居宅介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サ

ービスの利用方針を定める事） 

１割負担 ６００円   ２割負担 １,２００円  ３割負担 １,８００円（１回につき） 

（居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合） 

 

※ 入退所前連携加算（Ⅱ） 

１割負担 ４００円  ２割負担 ８００円    ３割負担 １，２００円（１回につき） 

 

※ 訪問看護指示加算                  

（退所時に老健施設の医師が、訪問看護が必要であると認め、入所者の同意を得て入所

者の選定する訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合に、一人一回

を限度として算定する） 

１割負担 ３００円   ２割負担 ６００円   ３割負担 ９００円（１回限り） 

 

※ 栄養マネジメント強化加算                  

（低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察

を週３回以上行い、栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。） 

１割負担 １１円   ２割負担 ２２円   ３割負担 ３３円（１日につき） 

 

※ 経口移行加算                                              

（経管により食事を摂取している利用者について、経口摂取を進めるために医師の指

示に基づく栄養管理を行う場合） 

１割負担 ２８円   ２割負担 ５６円   ３割負担 ８４円（１日につき） 

 

※ 経口維持加算（Ⅰ）                  

 （経口により食事を摂取しているが摂取機能障害を有し著しい誤嚥が認められる者） 

医師の指示に基づき多職種共同して食事の観察・会議等を行った場合 

１割負担 ４００円   ２割負担 ８００円   ３割負担 １,２００円（１月につき） 

 

※ 経口維持加算（Ⅱ）                  

 （協力歯科医療機関を定めⅠにおいて歯科医師、歯科衛生士又な言語聴覚士が加わった場合） 

１割負担 １００円   ２割負担 ２００円   ３割負担 ３００円（１月につき） 

 

※ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）                    

 （歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月２回以上行った場合） 

１割負担 ９０円   ２割負担 １８０円   ３割負担 ２７０円（１月につき） 

※ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

１割負担 １１０円  ２割負担 ２２０円   ３割負担 ３３０円（１月につき） 
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※ 療養食加算                         

 （管理栄養士又は栄養士により管理され適切な栄養量及び内容の食事を提供した場合） 

１割負担 ６円   ２割負担 １２円   ３割負担 １８円 （１食につき） 

 

※ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ              

  ＜入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合＞ 

① 医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること。  

② 入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可 能性があるこ

とについて主治の医師に説明し、合意していること。  

③ 入所前に当該入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設 の医師と入所

者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を 総合的に評価及び調整し、か

つ、療養上必要な指導を行うこと。  

④ 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤 師、看護師等の

関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状 態等について、多職種で確認を

行うこと。  

⑤ 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更 後の入所者の

状態等について、退所時又は退所後１月以内に当該入 所者の主治の医師に情報提

供を行い、その内容を診療録に記載して いること。 

１割負担 １４０円   ２割負担 ２８０円   ３割負担 ４２０円（１回につき） 

 

※ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ              

  ＜施設において薬剤を評価・調整した場合＞ 

• かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イの要件①、④、⑤に掲げる基準のいずれにも適合

していること。  

•入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者 について、施設において、入所中

に服用薬剤の総合的 な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行 うこと。 

１割負担 ７０円    ２割負担 １４０円   ３割負担 ２１０円（１回につき） 

 

※ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 

•かかりつけ医連携薬剤調整加算 （Ⅰ）イ又はロを算定していること。  

•当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その

他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること 

１割負担 ２４０円  ２割負担 ４８０円    ３割負担 ７２０円（１回につき） 

 

※ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 

•かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。  

•退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた 内服薬の種

類に比べて１種類以上減少していること。 

１割負担 １００円  ２割負担 ２００円    ３割負担 ３００円（１回につき） 

 

※ 緊急時治療管理費 

（入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要な場合）１月に３日を限度として 

１割負担 ５１８円 ２割負担 １,０３６円 ３割負担 １,５５４円（１日につき） 
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※ 所定疾患施設療養費Ⅰ ※１月に７日を限度として 

 （肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する 

入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に所定単位数を算定する） 

１割負担 ２３９円   ２割負担 ４７８円   ３割負担 ７１７円（１日につき） 

 

※ 所定疾患施設療養費Ⅱ ※１月に１０日を限度として 

 （上記内容及び、前年度の投薬・検査・処置・処方等の内容を公表している場合） 

１割負担 ４８０円  ２割負担 ９６０円   ３割負担 １，４４０円（１日につき） 

 

※ 認知症専門ケア加算 

  （Ⅰ）認知症介護実践リーダーを配置している場合      

１割負担  ３円    ２割負担  ６円    ３割負担  ９円（１日につき） 

  （Ⅱ）（Ⅰ）及び認知症介護指導者研修終了者を配置した場合   

１割負担 ４円   ２割負担 ８円   ３割負担 １２円（１日につき） 

 

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算  

 （認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受け入れ及び在宅復帰を目

指したケアを行った場合） ※１月に７日を限度として 

１割負担 ２００円   ２割負担 ４００円   ３割負担 ６００円（１日につき） 

 

※ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）                

 （褥瘡発生にリスクがあるとされた利用者に対し、褥瘡ケア計画及び管理を行った場合） 

１割負担  ３円    ２割負担  ６円    ３割負担  ９円（１日につき） 

  褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

１割負担  １３円  ２割負担  ２６円    ３割負担  ３９円（１日につき） 

 

※ 排せつ支援加算（Ⅰ）                    

 （排泄に介護を要する入所者ごとに、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価

するとともに、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報

等を活用していること） 

１割負担 １０円   ２割負担 ２０円   ３割負担 ３０円（１月につき） 

  排せつ支援加算（Ⅱ） 

１割負担  １５円   ２割負担  ３０円    ３割負担 ４５円（１月につき） 

  排せつ支援加算（Ⅲ） 

１割負担  ２０円   ２割負担  ４０円    ３割負担 ６０円（１月につき） 

 

※ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ              

 （厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保

健施設について加算できるものとする。） 

１割負担 ５１円   ２割負担 １０２円   ３割負担 １５３円（１日につき） 

 

※ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ              

 （厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保

健施設について加算できるものとする。） 

１割負担 ５１円   ２割負担 １０２円   ３割負担 １５３円（１日につき） 
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※ サービス提供体制強化加算 

 （Ⅰ）介護福祉士が８０％以上配置されていること又は勤続１０年以上の介護福祉士が 

     ３５％以上 

１割負担 ２２円   ２割負担 ４４円   ３割負担 ６６円（１日につき） 

 （Ⅱ）介護福祉士が６０％以上配置されていること     

１割負担 １８円   ２割負担 ３６円   ３割負担 ５４円（１日につき） 

 （Ⅲ）介護福祉士が５０％以上配置されていること又は常勤職員が７５％以上配置されて

いること又は勤続７年以上の職員が３０％以上配置されていること 

１割負担 ６円   ２割負担 １２円   ３割負担 １８円（１日につき） 

 

※ 安全対策体制加算 

 （外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全

対策を実施する体制が整備されていること） 

１割負担  ２０円  ２割負担  ４０円   ３割負担 ６０円（入所時１回につき） 

 

※ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

 （入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態や心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提

出していること） 

１割負担  ４０円  ２割負担  ８０円   ３割負担 １２０円（１月につき） 

  科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

 （科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に加えて疾病の状況や薬剤情報等の情報を厚生労働省に

提出していること） 

１割負担  ６０円  ２割負担  １２０円  ３割負担 １８０円（１月につき） 

 

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）        １月の介護保険分の合計金額の３．９％ 

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）        １月の介護保険分の合計金額の２．９％ 

※ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）        １月の介護保険分の合計金額の１．６％ 

 

※ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）     １月の介護保険分の合計金額の２．１％ 

※ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）     １月の介護保険分の合計金額の１．７％ 

（厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員賃金の改善等を実施している場合） 

 

※  介護職員等ベースアップ等支援加算 

（コロナの克服と超高齢化社会に迎えるにあたり人材確保に向けた経済対策の一環） 

                      １月の介護保険分の合計金額の０．８％ 

 

※ 協力医療機関連携加算  

協力医療機関が(１) 以下の①～③の要件を満たす場合 100単位/月(令和 6年度)  

50 単位/月(令和 7 年度～)（新設）  

(２) それ以外の場合 ５単位/月（新設） 

（協力医療機関の要件）  

① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談 対応を行う体制

を常時確保していること。  

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保して

いること。  
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③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院

を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 

※ 認知症チームケア推進加算Ⅰ 

① 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活

に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 

② 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に

資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係

る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含

んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症

の行動・心理 症状に対応するチームを組んでいること。 

③ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に

基づく値を測定し、認知症 の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施し

ていること。 

④ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの

開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評

価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

１割負担  １５０円  ２割負担  ３００円   ３割負担 ４５０円（１月につき） 

 

※ 認知症チームケア推進加算Ⅱ 

・Ⅰの①、③及び④に掲げる基準に適合すること。 

・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了して

いる者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状

に対応するチームを組んでいること。 

１割負担  １２０円  ２割負担  ２４０円   ３割負担 ３６０円（１月につき） 

 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 

・感染症法第６条第 17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応を行う体制を確保していること。 

・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決

めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 

・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に

１回以上参加していること。 

１割負担  １０円  ２割負担  ２０円   ３割負担 ３０円（１月につき） 

 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上

施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 

１割負担   ５円  ２割負担  １０円   ３割負担 １５円（１月につき） 

 

※ 新興感染症等施設療養費 （現時点において指定されている感染症はない。） 

・入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調

整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感

染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、１月に１回、連続する５



16 

日を限度として算定する。 

１割負担 ２４０円   ２割負担 ４８０円   ３割負担 ７２０円（１日につき） 

 

※ 生産性向上推進体制加算Ⅰ 

１割負担 １００円   ２割負担 ２００円   ３割負担 ３００円（１月につき） 

・Ⅱの要件を満たし、Ⅱのデータにより業務改善の取組による成果（※１）が確認されて

いること。 

・見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。 

・職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っていること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによ

る提出）を行うこと。 注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等にお

いては、Ⅱのデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の

場合には、Ⅱの加算を取得せず、Ⅰの加算を取得することも可能である。 

（注１）業務改善の取組による効果を示すデータ等について 

○Ⅰにおいて提供を求めるデータは、以下の項目とする。 

ア 利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等）  

イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化  

ウ 年次有給休暇の取得状況の変化  

エ 心理的負担等の変化(SRS-18等）  

オ 機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイムスタデ

ィ調査）  

○Ⅱにおいて求めるデータは、Ⅰで求めるデータのうち、アからウの項目とする。 

○Ⅰにおける業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保

（アが維持又は向上）された上で、職員の業務負担の軽減（イが 短縮、ウが維持又は

向上）が確認されることをいう。 

 

※ 生産性向上推進体制加算Ⅱ 

１割負担 １０円   ２割負担 ２０円   ３割負担 ３０円（１月につき） 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに

基づいた改善活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによ

る提出）を行うこと。 

 

※ 高齢者虐待防止措置未実施減算  （所定単位数の 100分の 1に相当する単位数を減算） 

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

※ 業務継続計画未実施減算  （所定単位数の 100分の 3に相当する単位数を減算） 

○以下の基準に適合していない場合 
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・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること  

注） 令和７年３月 31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しな

い。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年３月 31

日までの間、減算を適用しない。 

 

 

 

（２）その他の料金 

  ①食 費（１日当たり）                １，４４５円（１日につき） 

   （但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限となります。） 

② 居住費（療養室の利用費） 

・従来型個室                  １，７２８円（１日につき） 

・多床室                      ４３７円（１日につき） 

（但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され

ている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります） 

※上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段

階から３段階まで）の利用者の自己負担額については別途資料をご覧下さい。 

③日常生活品費                      ２００円（１日につき） 

  石鹸、シャンプー、ティシュペーパー、タオル、バスタオル、おしぼり等の費用 

で施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。 

  ④健康管理費(その都度実費をいただきます) 

    インフルエンザ予防接種等にかかる費用でインフルエンザ予防接種を希望された

場合にお支払いいただきます。 

⑤理美容代（施設内で利用した場合）            実費（１回につき） 

⑥その他の費用（診断書等の文書を発行した場合）      実費（１回につき）                   

 

（３）支払い方法 

  ・毎月１５日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の２５日までにお支払

いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

  ・お支払い方法は、原則として施設事務所窓口にて現金でのお支払いとさせていただき

ます。 

※銀行引き落とし等につきましては入所契約時にご相談ください。 
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＜別紙３＞ 

         個 人 情 報 の 利 用 目 的 

            （令和 6年 8月 １日現在） 

介護老人保健施設あけみおの里では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お

預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・ 当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・ 介護保険事務 

・ 介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

―入退所等の管理 

―会計・経理 

―事故等の報告 

―当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・ 当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

―利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業

所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

―利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

―検体検査業務の委託その他の業務委託 

―家族等への心身の状況説明 

・ 介護保険事務のうち 

―保険事務の委託 

―審査支払機関へのレセプトの提出 

―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・ 当施設の管理運営業務のうち 

―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

―当施設において行なわれる学生の実習への協力 

―当施設において行なわれる事例研究 

 〔他の事業所等への情報提供に係る利用目的〕 

・ 当施設の管理運営業務のうち 

―外部監査機関への情報提供 
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オンブズマンチーム『な ご み』 （２名） 代表 島 袋 安 行 

 

オンブズマンの名称 島 袋 安 行  （臨床心理士） 

所 在 地 名護市字豊原１９９番地 

電 話 番 号 ０９８０－５５－２３７６ 

Ｆ Ａ Ｘ  

受 付 時 間 午前 9 時～午後５時 

 

 

オンブズマンの名称 宮 里 猛 （弁護士） 

所 在 地 那覇市久茂地 3-22-1 日高ビル 4 階 

電 話 番 号 ０９８－８６１－７０７１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０９８－８６１－７１７８ 

受 付 時 間 午前 9 時～午後５時 

 


